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特
別
区
人
事
委
員
会
は
１０
月
１２
日
、
各
区
議

会
議
長
と
各
区
長
に
対
し
て
「
職
員
の
給
与
に

関
す
る
報
告
及
び
勧
告
」
を
行
っ
た
。
月
例
給

に
関
わ
る
勧
告
は
、
公
民
較
差
が
率
に
し
て
０

・
３０
％
、
金
額
で
１
、
２
５
９
円

職
員
給
与

が
民
間
給
与
を
上
回
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
解
消

す
る
た
め
の
引
下
げ
改
定
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
に
つ
い
て

も
、
年
間
支
給
月
数
を
０
・
２０
月
分
引
き
下
げ
、

現
行
４
・
１５
月
分
を
３
・
９５
月
分
と
い
う
内
容

で
、
こ
れ
ら
に
よ
り
特
別
区
職
員
の
平
均
年
間

給
与
の
減
少
は
、
約
１０
万
８
千
円
と
な
り
、
区

政
の
第
一
線
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
奮
闘

す
る
職
員
に
与
え
る
影
響
は
測
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
る
。

そ
の
他
、
給
与
構
造
の
改
革
と
し
て
地
域
手

当
の
支
給
割
合
を
現
行
１７
％
か
ら
１８
％
に
引
き

上
げ
、
引
上
げ
分
（
１
％
）
と
同
率
程
度
、
給

料
月
額
を
引
き
下
げ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
報
告
（
意
見
）
で
は
「
人
材
活
用
（
高

齢
職
員
の
活
用
）
」
と
し
て
、「
高
齢
職
員
の
活

用
に
よ
る
組
織
活
力
の
維
持
・
向
上
が
必
要
」

「
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
動
向
を
注
視
し

つ
つ
、
特
別
区
職
員
の
実
態
を
踏
ま
え
検
討
」

と
し
、
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上

げ
に
伴
う
定
年
延
長
に
言
及
し
て
い
る
。

特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
は
、
２
０
１
０
年

春
闘
結
果
を
精
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え

ず
、
人
事
院
勧
告
（
マ
イ
ナ
ス
０
・
１９
％
、
７
５
７

円
、
平
均
年
間
減
収
９
・
４
万
円
）
を
上
回
る
マ

イ
ナ
ス
勧
告
と
な
っ
て
い
る
。
大
幅
な
一
時
金

削
減
も
国
・
人
事
院
に
追
随
す
る
も
の
で
、
日

本
一
生
計
費
の
高
い
首
都
圏
で
暮
ら
す
特
別
区

職
員
の
生
活
実
態
を
考
慮
し
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
職
員
の
利
益
保
護
と
い
う
第
三
者
機
関
と

し
て
の
役
割
を
放
棄
す
る
極
め
て
不
満
な
勧
告

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
公
民
較
差
相

当
分
を
本
年
度
中
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
の

額
か
ら
減
ず
る
「
所
要
の
調
整
を
実
施
」
と
し

た
こ
と
は
、「
不
利
益
不
遡
及
の
原
則
」
か
ら
も

認
め
が
た
く
、
強
い
不
満
と
怒
り
を
表
明
す
る
。

現
業
系
職
員
の
賃
金
改
定
は
、
団
体
交
渉
に

よ
っ
て
確
定
す
る
。
今
回
の
勧
告
に
影
響
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
清
掃
事
業
の
特
殊
性
や
困
難
性

を
踏
ま
え
た
給
料
表
を
早
期
に
提
示
し
、
十
分

な
協
議
を
尽
く
す
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

昨
年
の
賃
金
確
定
闘
争
で
、
保
障
額
表
か
ら
現

業
職
給
料
表
へ
の
切
り
替
え
を
実
現
さ
せ
た
。

し
か
し
、
引
き
続
き
長
期
に
亘
っ
て
号
給
調
整

を
受
け
る
組
合
員
や
、
最
高
号
給
を
超
え
た
組

合
員
が
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
改
善
を
求
め
る
。

ま
た
、
２
０
１
１
年
度
を
も
っ
て
級
格
付
け

制
度
が
廃
止
と
な
る
。
組
合
員
の
長
年
の
経
験

と
豊
富
な
知
識
、
区
民
と
の
直
接
の
ふ
れ
あ
い

に
よ
る
信
頼
関
係
で
清
掃
事
業
は
成
り
立
っ
て

い
る
。
職
責
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
場
の

第
一
線
で
奮
闘
す
る
多
く
の
組
合
員
の
職
務
能

力
を
正
当
に
評
価
し
、
給
与
処
遇
に
反
映
さ
せ

る
制
度
の
確
立
を
求
め
る
。

人
事
制
度
や
定
年
延
長
問
題
を
含
む
高
齢
職

員
の
働
き
方
は
、
特
別
区
に
お
け
る
現
行
制
度

を
踏
ま
え
、
清
掃
業
務
の
内
容
や
職
場
実
態
を

踏
ま
え
た
制
度
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。首

都
東
京
に
働
く
清
掃
労
働
者
の
勤
務
条
件

・
労
働
条
件
確
立
の
た
め
に
、
わ
が
組
合
の
要

求
実
現
を
め
ざ
し
て
、
２
０
１
０
賃
金
確
定
闘

争
を
全
組
合
員
の
団
結
を
基
礎
に
組
織
の
総
力

を
挙
げ
て
闘
い
抜
く
決
意
を
表
明
す
る
。
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明明

平成２２年 特別区人事委員会勧告の概要
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